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目的

令和2年1月～3月にかけて関係自治体と意見交換した結果、安全性に対して
住民理解に不安を覚えている自治体が多く存在する事が分かった。

東海村及び那須町で実証事業を実施してきたが、さらに実例を増やし、自治
体や住民への安全性に関する理解醸成を図る。

加えて、草木類が混在する土壌の取扱いについて懸念を持っている自治体も
あり、草木類の分別を通じた安全性を実証する。

宮城県丸森町に御協力いただき、除去土壌の埋立処分に係る実証事業を令
和3年度より実施予定。
内容はこれまでに実施してきた那須町・東海村における実証事業と同様であ
るが、草木類が混在する土壌の分別を行った後に土壌の埋立を行い、各種
測定を実施する。


